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議会運営委員会会議録 

平成２７年２月１６日（月） 

（開 会）１０：００  

（閉 会）１０：２７  

案  件 

 

１ 議会の運営について 

２ 議長の諮問について 

３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 予算特別委員会の設置について 

(1) 設置の有無 

(2) 名称：平成２７年度一般会計予算特別委員会 

(3) 定数：１１人 

(4) 人選届出期限：２月１９日（木） 

(5) 設置時期：２月２３日（月）本会議初日 

４ 会期及び会議予定について 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願（追加）の提出締切日 

について 

(1) 一般質問通告締切日        ２月２４日（火）午後５時 

(2) 代表質問通告締切日        ２月２４日（火）午後５時 

(3) 議案に対する質疑通告締切日    ３月 ２日（月）午後５時 

(4) 意見書案・請願（追加）提出締切日 ３月 ２日（月）午後５時 

 ６ その他 

(1) 次回委員会予定 ２月２３日（月）本会議初日９時４０分から 

 

○委員長 

只今から、議会運営委員会を開会いたします。｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」

及び「議会の会議規則､委員会に関する条例等について」、以上３件を一括議題といたします。 

平成２７年第２回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○財政課長 

まず議案第１０号 平成２６年度飯塚市一般会計補正予算（第８号）から第１４号 平成２

６年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第５号）までの平成２６年度予算関連議案につ

きましては、別に配付いたしております平成２６年度補正予算資料により一括して説明させて

いただきます。 

１ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、表の下のほうに記載しておりま

すように、今後見込まれます所要額と債権の一部売却に伴う収支額を計上するため補正するも

のでございます。 

一般会計で３億３６８３万７千円を追加いたしまして、補正後の予算総額を６９８億５７６

１万３千円とするものでございます。 
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また、１２の特別会計のうち今回補正いたします３つの会計で、１億５６７１万７千円を追

加いたしております。 

また学校給食事業特別会計では、債務負担行為のみの追加をいたしております。 

２ページ以降に補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明につきまして

は省略させていただきます。 

続きまして、議案第１５号 平成２７年度飯塚市一般会計予算から第３０号 平成２７年度

飯塚市立病院事業会計予算までの平成２７年度予算関連議案について一括してご説明いたしま

す。配付いたしております平成２７年度予算資料をお願いいたします。 

１ページをお願いいたします。前年度との比較でございますが、平成２６年度が骨格予算で

ありましたことから、平成２６年度の欄は当初予算額と６月補正予算額の合計額を表示いたし

ております。 

予算額につきまして、一般会計で６７９億１９００万円を計上いたしております。 

前年度比で１４億５６８１万２千円、率にして２.１％の減となっており、重要施策として昨

年度に引き続き取り組みます浸水対策事業、小中学校施設整備事業及び中心市街地活性化事業

ほか、各施策実施にかかわる経費を計上するものでございます。 

特別会計では各会計の設置目的に沿った事務事業を実施するため１１の会計で４６１億１８

７６万円を計上いたしております。 

企業会計では上下水道の維持管理、建設改良事業、市立病院の運営、建て替え事業にかかわ

る経費等４つの会計で９３億２５５２万６千円を計上いたしております。 

２ページをお願いいたします。今回計上いたしております予算の主なものについて、その概

要を費目毎にまとめ、予算書のページを記載いたしております。 

資料の右側には、今年度と前年度との予算額を記載し、比較をいたしております。内容の説

明については省略させていただきます。 

４６ページ以降には、歳入歳出などの前年度との比較資料、市債及び基金の状況表等を添付

いたしております。 

以上で、予算関連議案の説明を終わります。 

○総務課長 

引き続き、予算関係以外の議案について、ご説明いたします。 

お配りしております「議案概要」で、説明させていただきます。 

「議案第３１号 飯塚市市民自治基本条例」につきましては、本市における自治の基本的な

事項を定め、市民の権利及び責務並びに議会又は市長等の役割及び責務を明らかにし、本市の

自治の確立を図るものでございます。 

「議案第３２号 飯塚市総合計画策定条例」につきましては、議会の議決を経て総合計画の

基本構想を定めるとしていた地方自治法の規定が削除されたことに伴い、総合計画を策定する

ことについて条例で定めるものでございます。 

「議案第３３号 飯塚市名誉市民条例」につきましては、本市の市民又は本市に特に関係が

深い者で、本市の発展等に貢献し、市民が深く尊敬し感謝するに値すると認められるものに、

飯塚市名誉市民の称号を贈り、顕彰するものでございます。 

「議案第３４号 飯塚市行政手続条例の一部を改正する条例」につきましては、行政手続法

の一部改正に伴い、許認可権限の根拠の明示、行政指導の中止等の求め、処分等の求めの規定

を整備するものでございます。 

「議案第３５号 飯塚市職員定数条例等の一部を改正する等の条例」につきましては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するものでご

ざいます。 
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「議案第３６号 飯塚市事務分掌条例の一部を改正する条例」につきましては、行財政改革

に基づく組織の再編に伴い、「公営競技事業部」を廃止し、その事務を「経済部」へ再編するも

のでございます。 

「議案第３７号 飯塚市特別職の職員等の給料の支給の特例に関する条例の一部を改正する

条例」につきましては、特別職の職員等の給料の減額措置を１年間延長し、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係規定を整備するものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

「議案第３８号 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例」につきましては、特別養

護老人ホーム筑穂桜の園の廃止に伴い、介護サービス事業特別会計を廃止するものでございま

す。 

「議案第３９号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例」につきましては、鳥獣の保護及

び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う条文整備をおこなうものでございます。 

「議案第４０号 飯塚市財政調整基金条例及び飯塚市減債基金条例の一部を改正する条例」

につきましては、地方財政法第７条第１項の剰余金２分の１以上を基金に積み立てるという規

定に基づき、財政調整基金と減債基金を合計して２分の１以上を積み立てることができるよう

にするものでございます。 

「議案第４１号 飯塚市特別養護老人ホーム運営基金条例を廃止する条例」につきましては、

特別養護老人ホーム筑穂桜の園の廃止に伴い、運営基金を廃止するものでございます。 

「議案第４２号 飯塚市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例」につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の

免除規定を整備するものでございます。 

「議案第４３号 飯塚市体育施設条例の一部を改正する条例」につきましては、利用料金を

平準化するため、飯塚第１体育館のトレーニング室の利用料金を変更するものでございます。 

「議案第４４号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」につきましては、川

島地蔵町・二本松集会所の位置を変更するものでございます。 

「議案第４５号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」につきましては、神

田集会所を廃止するものでございます。 

「議案第４６号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」につきましては、平成２７年

度から２９年度までの第１号被保険者の介護保険料を定め、介護保険法の一部改正に伴い、地

域支援事業として新たに定められた総合事業等に関し、事業実施に相当の準備期間を要するた

め、実施について必要な経過措置を定めるものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

「議案第４７号 飯塚市介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例」につきましては、介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、関係規定を

整備するものでございます。 

「議案第４８号 飯塚休日夜間急患センター条例の一部を改正する条例」につきましては、

飯塚休日夜間急患センターの移転に伴い、名称、所在地、診療日、診療時間を変更するもので

ございます。 

「議案第４９号 飯塚市健幸プラザ条例」につきましては、健幸づくりの拠点施設として、

飯塚市健幸プラザを設置するものでございます。 

「議案第５０号 飯塚市筑穂乾燥調整施設条例を廃止する条例」につきましては、筑穂乾燥

調製施設を廃止するものでございます。 

「議案第５１号 飯塚市都市公園体育施設条例の一部を改正する条例」につきましては、利

用料金を平準化するため、健康の森公園多目的施設のトレーニング室の利用料金を変更し、休
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館日を月曜日から火曜日に変更するものでございます。 

「議案第５２号 飯塚市健康の森公園市民プール条例の一部を改正する条例」につきまして

は、休館日を月曜日から火曜日に変更するものでございます。 

議案第５３号から次のページの第５６号までの４件の「契約の締結」につきましては、飯塚

市新庁舎の建設工事の契約を締結するため、議会の議決を求めるものでございます。 

請負人、契約金額はそれぞれ、第５３号の建設工事が「大林・鈴木・中村特定建設工事共同

企業体」、４５億２４２１万３９６０円、第５４号の電気設備工事が「きんでん・雄電社特定建

設工事共同企業体」、９億９６１万３８００円、４ページをお願いいたします。 

第５５号の給排水衛生設備工事が「川本・南特定建設工事共同企業体」、２億１２２２万円、

第５６号の空調設備工事が「菱熱・三成特定建設工事共同企業体」、１１億４８５８万円でござ

います。 

議案第５７号から次のページの第６２号までの６件の「財産の譲渡」につきましては、頴田

地区の各自治公民館の建物を認可地縁団体でありますそれぞれの地元団体に無償で譲渡するも

のでございます。 

「議案第６３号 財産の譲渡」につきましては、神田集会所建物を認可地縁団体であります

上三緒第四自治会に無償で譲渡するものでございます。 

「議案第６４号 財産の譲渡」につきましては、公立保育所の民営化にあたり、相田保育所

の園舎建物を、社会福祉法第５８条第１項の趣旨に基づき、「社会福祉法人いしずえ会」に無償

で譲渡するものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

「議案第６５号 財産の取得」につきましては、暮らし・にぎわい再生事業により整備され

る施設建築物のうち１階の一部を健康増進・市民交流の拠点施設（（仮称）健幸プラザ）用床と

して６２６.７１平方メートルを取得するもので、取得価格は１億１９４１万２０００円、契約

の相手方は「株式会社まちづくり飯塚」でございます。 

「議案第６６号 財産の取得」につきましては、吉原町１番地区第一種市街地再開発事業で

整備される施設建築物のうち２階の一部を飯塚休日夜間急患センターの移転先用床として専用

部２２７.２２平方メートル、共用部６０４.４１平方メートルのうち共有持分６０８.６６分の

２２７.２２を取得するもので、取得価格は１億２１３７万円、契約の相手方は「吉原町１番地

区市街地再開発組合」でございます。 

「議案第６７号 字の区域の変更」につきましては、上穂波東土地改良区における県営土地

改良事業の換地処分に伴い字の区域を変更するものでございます。 

「議案第６８号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更」につきましては、組合を組織

する一部事務組合の名称変更に伴い組合規約を変更するものでございます。 

「議案第６９号 飯塚地区消防組合規約の変更」につきましては、消防組合の議員定数を変

更するものでございます。 

○総務部長 

人事議案につきまして、ご説明いたします。 

議案第７０号から次のページの第８３号までにつきましては、任期満了に伴います「教育委

員会委員」１名及び「固定資産評価審査委員会委員」９名の選任について議会の同意を、「人権

擁護委員」４名の推薦について議会の意見を求めるもので、本会議最終日に提案させていただ

きたいと考えております。 

報告第２号から第３号までの２件の報告でございますが、土地開発公社の「平成２６年度の

予算の補正」及び「飯塚オートレース場駐車場における車両損傷事故に係る損害賠償の額を定

めること及びこれに伴う和解」の専決処分につきまして、本会議最終日に報告させていただき
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たいと考えております。 

以上、簡単ですが議案の説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。次に、「議案の付託委員会」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

議案の付託委員会について、ご説明いたします。議案書をお願いいたします。 

議案第１０号は総務委員会に、議案第１１号は経済建設委員会に、議案第１２号は厚生委員

会に、議案第１３号及び１４号は市民文教委員会に、議案第１５号は、のちほど、ご審議いた

だきます予算特別委員会に、議案第１６号から１８号までの３件は、いずれも厚生委員会に、

議案第１９号から２４号までの６件は、いずれも経済建設委員会に、議案第２５号及び２６号

は市民文教委員会に、議案第２７号から２９号までの３件は、いずれも経済建設委員会に、議

案第３０号は厚生委員会に、議案第３１号から３８号までの８件は、いずれも総務委員会に、

議案第３９号は経済建設委員会に、議案第４０号は総務委員会に、議案第４１号は厚生委員会

に、議案第４２号は総務委員会に、議案第４３号は厚生委員会に、議案第４４号は総務委員会

に、議案第４５号は経済建設委員会に、議案第４６号から４９号までの４件は、いずれも厚生

委員会に、議案第５０号は経済建設委員会に、議案第５１号及び５２号は厚生委員会に、議案

第５３号から５６号までの４件は、いずれも庁舎建設特別委員会に、議案第５７号から６２号

までの６件は、いずれも総務委員会に、議案第６３号は経済建設委員会に、議案第６４号は厚

生委員会に、議案第６５号及び６６号は総務委員会に、議案第６７号は経済建設委員会に、議

案第６８号及び６９号は総務委員会にそれぞれ付託していただいてはと考えております。 

次に、人事議案であります議案第７０号から８３号までの１４件につきましては、いずれも

最終日に上程し、提案理由説明ののち、委員会付託省略を諮ったのち質疑、討論、採決として

いただいてはと考えております。 

最後に、報告事項第２号及び３号につきましても最終日に報告、質疑と考えております。 

以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「議案の付託委員会」については、事務局説明

のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「議案の付託委員会」については、そのように決定いたしま

した。 

次に、「予算特別委員会の設置」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

一般会計当初予算につきましては、特別委員会を設置して付託するということが申し合わせ

で決定されております。従いまして、この申し合わせに添って、予算特別委員会を設置してい

ただいてはと考えております。 

なお、特別委員会の名称は、「平成２７年度一般会計予算特別委員会」、委員定数は１１人と

していただいてはと考えておりますので、併せてご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。事務局説明のとおり、予算特別委員会を設置

することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、予算特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、特別委員会の名称は、「平成２７年度一般会計予算特別委員会」とし、委員定数は１１

人とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、特別委員会の名称及び委員定数は、そのように決定いたし

ました。 

次に、「委員の人員割り振り」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

特別委員会委員の人員割りにつきましては、お手元に配付しております平成２７年度一般会

計予算特別委員会人員割表のとおりでございまして、特別委員会の委員数は、先ほど申しまし

た１１名ということでございます。 

各会派の人員から２.５名につき１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。な

お、正副議長及び監査委員につきましては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなり

ません。 

 その結果、不足する委員数につきましては、△印で示しております端数がある各会派間で協

議をいただき選出していただきたいと考えております。 

なお、各会派の選出委員の届け出期限につきましては、２月１９日（木）午後５時までとし

ていただき、特別委員会の設置は２月２３日（月）の本会議初日におきまして、議長発議によ

り設置していただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「委員の人員割り振り」については、事務局説

明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「委員の人員割り振り」についてはそのように決定いたしま

した。 

次に、「人選の届け出期限」は、２月１９日（木）午後５時まで、「特別委員会の設置時期」

は、２月２３日（月）とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「人選の届け出期限」及び「特別委員会の設置時期」はその

ように決定いたしました。 

次に、「会期及び会議予定」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

会期及び会議予定について説明いたします。 

 お手元に配付しております「平成２７年第２回飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧くだ

さい。 

 まず、会期につきましては、２月２３日から３月２４日までの３０日間を考えております。 

 次に、会議予定でございますが、お手元に配布しております会期日程（案）のとおりと考え
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ております。 

先に配布しておりました３ヶ月予定表のなかで、３月２０日につきましては、予備日として

おりましたが、今定例会において契約議案４件が提案されており、いずれも庁舎建設特別委員

会への付託となっておりますので、当該日に庁舎建設特別委員会を設定しております。よろし

くお願いいたします。 

その他、内容の説明は省略させていただきます。 

なお、本定例会が任期満了前の最後の定例会となりますことから、先例に従い、議会の閉会

に際し、議長のあいさつ、市長のあいさつを行っていただいてはと考えておりますので、あわ

せて、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「会期及び会議予定」については、事務局説明

のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「会期及び会議予定」については、そのように決定いたしま

した。 

次に、「代表質問、一般質問、議案への質疑通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日」に

ついて事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

案件に記載いたしておりますとおり、一般質問の通告締切りにつきましては､申し合わせのと

おり、招集日の翌日であります２月２４日・火曜日の午後５時までとし、また、代表質問の通

告締切りにつきましても、施政方針説明が本会議初日に行われますので、その翌日であります

２月２４日・火曜日の午後５時までとしていただいてはと考えております。 

 次に、議案に対する質疑通告及び意見書案・請願の提出につきましては、いずれも３月２日・

月曜日午後５時までに、提出していただきますようお願いいたします。 

なお、「議案第１５号 平成２７年度飯塚市一般会計予算」に対する質疑通告につきましては、

日程の関係上、行いませんので、ご了承願います。 

○委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。「代表質問、一般質問、議案への質疑通告締切

日及び意見書案・請願の提出締切日」については、事務局説明のとおりとすることに、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、その他でございますが、次回の委員会は２月２３日（月）の本会議開会前９時４０分

に開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

おはかりいたします。｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則､

委員会に関する条例等について」、以上３件については継続審査とすることに、ご異議ありませ

んか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は継続審査とすることに決定いたしました。 

これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


